
企画競争に関する公告 
 
独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館において、下記のとおり企画競争に付すので公告します。 
 
１．企画競争に付する事項 
（１）事業名称 

京都国立近代美術館所蔵作品の修理事業 事業番号 1~4 
（２）事業件数 

4 件 
（３）事業趣旨 

京都国立近代美術館では、所蔵作品を適切に保存管理するとともに、館内の所蔵作品展示や他館での展覧会 
などに貸し出し鑑賞の機会を提供しているが、経年変化や展示により損傷が進んでいるものがあることから、 
保存修理を行うものである。 

（４）事業概要 
別紙仕様書のとおり 

（５）完了期限 
別紙仕様書のとおり 

 
２．予算規模及び作品の材質技法と形状 
【事業番号１】 不動茂弥《かの女》修理業務     2,365,000 円 

綿布、紙、着色、パネル、一面 
【事業番号２】 棟方志功《御鷹々之図》修理業務    16,500,000 円 

紙本墨画、襖、六面 
【事業番号３】 不動茂弥《字を書く人》修理業務     1,760,000 円 

紙本着色、額装、一面 
【事業番号４】 梶原緋佐子《萌》修理業務      4,290,000 円 

絹本着色、額装、一面 
 
３．企画競争参加資格 
次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 
（１） 過去２年の間に次のいずれかに該当しない者、又は次のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用 

人として使用しない者であること。 
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の 

行為をした者。 
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者。 
③ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。 
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 
⑤  正当な理由なく契約を履行しなかった者。 

（２） 独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 
（３） 文部科学省及び独立行政法人国立美術館から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
（４） 当該事業と同種の修理実績を有する者。 
（５） 博物館法上の登録博物館又は博物館相当施設である公的な機関の所蔵作品の修理実績を有する者。 
（６） 修理物件を安全に管理できる場所を有していること。 
（７） 暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していな 

い者であり、「暴力団排除に関する誓約書」に誓約できる者であること。 
 
４．企画競争参加手続き等 

公募要領等の配布 
配布時間：９時３０分～１７時００分（但し正午から１３時００分及び土・日・祝日を除く。） 
配布場所：次頁に記載の連絡先にて配布する。 

  



 
 
５．説明会の開催日時及び開催場所 

開催日時：令和６年１月２２日 (月) 
【企画競争に係る提出書類等の説明】１４時００分～ 
【事業番号４】 １４時１０分～  【事業番号１】 １４時４０分～ 
【事業番号３】 １５時２０分～  【事業番号２】 １６時００分～ 
開催場所：京都国立近代美術館講堂 
※説明会に参加を希望する者は、1 月 18 日（木）までに下記連絡先まで電話又はメールで連絡すること。 
 電話の受付時間は、上記４．の公募要領等の配布時間と同様とする。 
 メールの場合は、参加を希望する事業番号を明記すること。 
 なお、参加者数によっては時間の調整を行う可能性がある。 

 
６．企画提案の選定 
（１） 企画書の提出 

 本企画競争の競争参加者は、参加する事業について、企画書を次により提出すること。なお、企画書の詳細 
については、公募要領に示すとおりである。 
提出期限：令和６年２月２６日 (月) １７時００分 
提出場所：下記連絡先に、持参又は郵送等にて提出すること。なお、郵送等の場合は提出期限必着とする。 

持参の場合の受付時間は、上記４．の公募要領等の配布時間と同様とする。 
≪連絡先≫住所： 〒６０６－８３４４ 京都市左京区岡崎円勝寺町２６－１ 

担当： 独立行政法人国立美術館 京都国立近代美術館 
総務課会計係 

電話： ０７５－７６１－４１２０ 
メール：kaikei※ma7.momak.go.jp（※を@に変更すること。) 

（２） 選定方法等 
提出された企画書を企画審査委員会において選定基準に基づき評価し、得点の合計値が最も高い提案者を 

請負予定者として選定する。 
 
７．契約の締結 
 選定の結果、請負候補者と企画書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については企画書の内容を 
勘案して決定するものとするので、選定者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致 
しない場合には契約の締結を行わない場合がある。 

 
８．その他 
（１） 契約の条件 

独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則のとおりとする。 
（２） 契約保証金 免除 
（３） 契約書作成の要否 要 
（４） 企画書の無効 

本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者の企画書は無効とする。 
（５） 提出された企画書は返却しない。 
（６） 本件に関するその他必要事項については、公募要領による。 

以上、公告する。 
 

令和６年１月１０日 
独立行政法人国立美術館 
分任契約担当役 
京都国立近代美術館長  福 永  治 


